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２．出席議員は次のとおりである。（１１名） 

 １番  丸 野 隆 大    ７番   河 内 克 也 

 ２番  工 藤 眞 巳    ８番   市 原 恵 一  

 ３番  山 本 涼 子       ９番   後 藤 征 昭  

４番  古 澤 博 之    １０番    

５番   岡  智 則    １１番  今 村 竜 喜  

 ６番  坂 田 正 也    １２番  山 室 昭 憲 
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     １０番  橋 本   功 
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村 長   太 田 吉 浩  

副 村 長   園 田 秀 也  

教 育 長   今 村 了 介  
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建 設 課 長    笠  功 祐  
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農 政 課 長   今 村 洋 一  

住民福祉課長   高 宮 喜美男  
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水・環境課長      今 村 隆 博  

定住促進課長   梅 田 雄 治  

子育て支援課長     吉 弘 泰 彦  

 

５．職務のため会議に出席した者の職・氏名 

議会事務局長   安 達 幹 夫   

議会事務局主幹   長 野 純 哉  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



開会 午前１０時００分 

―――――――〇――――――― 

○議長 山室昭憲 おはようございます。定足数を満たしておりますので、ただ

いまから、令和８年第２回南阿蘇村議会臨時会を開会いたします。 

 一同その場に起立をお願いします。 

   礼。おはようございます。御着席願います。本日は、橋本議員から欠席届

が出ております。会議を始める前に議長よりお願いを申し上げます。会議中の

携帯電話については、十分御配慮をお願いいたします。これより本日の会議を

開きます。本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

－－－－－－－〇－－－－－－ 

  日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長 山室昭憲 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。本臨時会の会

議署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、２番、工藤眞巳議員、３番、

山本涼子議員を指名いたします。日程第２、会期の決定についてを議題といた

します。お諮りいたします。本臨時会の会期は本日１日限りとしたいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 異議なしと認めます。よって、本臨時会の会期は本日１日限

りといたします。 

－－－－－－－〇－－－－－－ 

○議長 山室昭憲 日程第３、提案理由の説明、日程第４、承認第１号、専決処

分事項の承認を求めることについてから、日程第７、議案第７号、工事請負契

約の変更についてまでを一括して議題といたします。それでは、村長に挨拶並

びに提案理由の説明を求めます。太田村長。 

○村長 太田吉浩 議会の皆様改めておはようございます。本日は、今月１月に

２回目となります、臨時議会に御出席頂きまして誠にありがとうございます。

一言御挨拶申し上げます。昨日から、その前に前回欠席された工藤議員が元気

にまた本日御出席でございます。先ほど職員から聞きましたが、来月、開催さ

れますＲＫＫ女子駅伝の監督もお引受け頂いたということで、好成績を期待

しておりますので御指導どうぞよろしくお願いを申し上げたいと思います。

また昨年の１２月、本村の大相撲巡業におきまして、ふるさと納税アンバサダ

ーに御就任を頂きました義ノ富士関が、先日まで行われておりました初場所

で、８勝７敗ということで辛くもですね、厳しい場所でございましたが、辛く

も勝ち越しをしてくれました。南阿蘇村といたしましても、顕彰幕がテレビに

映るために、見たよというような声も、村民の方から頂いておりまして少しこ

う、話題とにぎわいづくりになったのかなというふうに思います。ますますの



義ノ富士関の活躍を南阿蘇村からも応援してまいりたいというふうに考えて

おります。 

また昨日から、いよいよ衆議院選挙、冒頭解散ということで予想外ではござ

いましたが、衆議院が解散されました。民主主義の根幹であります選挙をしっ

かりと公明正大に開催できますよう、執行部といたしましても、本村選挙管理

委員会とも連携をしながら、努めてまいりたいと思います。 

そして現在、当初予算、私が村長に就任して初めての当初予算の編成作業を

行っているところでございます。今週も本日この後から村長査定に入ります。

その中でも、まだまだ１億円近くの予算をカットしなければならないというよ

うなことで、起債の上限を、今年度から７割という厳しいシーリングをかけて、

それに向けて全課協力をしてくれております。議員の皆様にもこの現状を御理

解頂きながら、そして、ふるさと納税は好調でございますが、まだまだ１年間

でございますので、決して安定した財源とは申せない、まだまだの努力が必要

でございます。しっかりと稼ぎながらも、そして抑えていく、変えていく、そ

ういったことをメリハリをつけて取り組んでまいりたいと考えておりますの

で、議会の皆様にもどうぞ御理解と、そして御指導のほど、引き続きお願いを

申し上げます。 

それでは、提案理由に入らせていただきます。本日、臨時議会に上程してお

ります議案は、専決処分事項の報告が１件、条例の改正が１件、工事請負契約

の変更が２件、以上４件となっております。御審議頂き、議決を賜りますよう

お願いいたします。 

初めに、補正予算の専決処分、承認案件です。承認第１号、専決処分事項の

承認を求めることについて、令和７年度南阿蘇村一般会計補正予算第７号の報

告であります。１月２３日に衆議院が解散され、２７日公示、２月の８日、投

開票となったことから、衆議院選挙費を計上するものであり、解散日の１月２

３日に地方自治法第１７９条第１項の規定により、補正予算を専決処分いたし

ましたので、同条第３項の規定によりこれを報告し承認をお願いするものでご

ざいます。専決処分しました補正予算は、歳入歳出それぞれ１,０５８万２,０

００円を追加し、歳入歳出予算の総額を１２４億１,４４１万４,０００円とす

るものであります。歳入の補正につきましては、国庫支出金を計上しておりま

す。歳出につきましては、選挙費といたしまして、投票立会い人の報酬や、投

開票事務従事者の手当、ポスター掲示場の設置等の委託料などを計上するもの

でございます。 

次は、条例の改正案件です。議案第５号、南阿蘇村火入れに関する条例の一

部改正についてであります。本議案は、昨年２月に発生した岩手県大船渡市の

林野火災を受け、本村の消防事務を管轄している阿蘇広域行政事務組合におい



て、林野火災の予防を目的に、火災予防条例が令和８年１月１日に改正され、

林野火災注意報及び林野火災警報が新設されたことに伴い、本村の火入れに関

する条例の改正が必要となったため、議決を求めるものであります。 

次からは、契約案件です。議案第６号、工事請負契約の変更についてであり

ます。本議案は、阿蘇山上広場、廃屋撤去工事請負契約の金額変更につきまし

て、議決を求めるものであります。主な変更内容は、地下埋設物の撤去工法の

変更により契約金額を減額するものであります。変更する契約の金額などは記

載のとおりであります。 

最後に、議案第７号工事請負契約の変更についてであります。本議案は、令

和６年度、田崎橋更新工事請負契約の金額変更につきまして、議決を求めるも

のであります。主な変更内容は、実施数量の変更により、契約金額を増額する

ものであります。変更する契約の金額などは記載のとおりでございます。以上

が本日の提案理由の説明であります。御理解を頂き、議決を頂きますようよろ

しくお願いをいたします。 

－－－－－－－〇－－－－－－ 

○議長 山室昭憲 日程第４、承認第１号、専決処分事項の承認を求めることに

ついてを議題とし、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 質疑なしと認めます。討論はありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 討論なしと認めます。本案に賛成の方は挙手をお願いしま

す。 

[全員挙手] 

○議長 山室昭憲 全員賛成により、本案は承認されました。 

－－－－－－－〇－－－－－－ 

○議長 山室昭憲 日程第５、議案第５号、南阿蘇村仕入れに関する条例の一部

改正についてを議題とし、質疑に入ります。質疑ありませんか。１番丸野隆大

議員。 

○１番 丸野隆大 はい。１番丸野です。南阿蘇村火入れに関する条例の一部改

正について質疑をさせていただきます。今回の改正は安全確保の観点から、大

切な方向性だと受け止めております。前提の確認として、消防庁のホームペー

ジを見ると、林野火災注意報、警報は、国として全国的に今年１月から運用が

進む一方で、発令の判断基準や運用の細部は市町村側で整理する部分が大き

いという理解でおります。その理解でよければ、南阿蘇の野焼きは準備や人員

確保が大きいので、現場としては、いつ警報が発令されるか、いつ解除がされ

るか、これが事前に見えることが、段取りと安全の面で重要だと感じておりま



す。加えて私個人としては、気象情報だけでなく、ベテランの知見など、現場

判断も大事にしたいと思っております。ですので誤解のないよう申し添えま

すと、私は条例に数値基準を固定して現場を縛りたいとはなく、むしろ、発令

解除の基準は、要綱等で整理し、見直せる形にした上で、住民や関係者が事前

に確認できるよう、基準の所在を明確にして、国や組合等にも早めに公表し、

発令解除が確実に届くよう、周知方法もセットで整備する必要があると考え

ておりますが、執行部の見解をお聞きしたいと思います。 

○議長 山室昭憲 今村農政課長。 

○農政課長 今村洋一 おはようございます。農政課長の今村です。丸野議員の

御質問にお答えいたします。阿蘇広域行政事務組合消防本部より警報注意報

が発令された場合は、村の火入れに関する条例に照らし合わせて、早急に、関

係者や関係者へ連絡及び防災無線での周知を行うこととしております。条例

の中に強風注意報というのもありますけども、風速１０メートルであればも

う中止で、警報の場合は中止になっております。注意報は努力義務になってお

りますけども、林野火災警報は、火の制限、火の使用の制限に違反した場合に

は、３０万円の罰金、または拘留に処するという、消防法で定められていると

こもありますので、警報需要が発令された場合は条例に照らし合わせて、村で

早急に判断して、連絡を入れたいと考えております。以上で答弁を終わります。 

○議長 山室昭憲 丸野議員。 

○１番 丸野隆大 １番丸野です。今村課長、御答弁ありがとうございました。

阿蘇の文化としても、野焼き、非常に大切な文化ですので、これが安全に行え

るよう、農政課にも、消防広域のほうにも、早めの判断と早めの周知、徹底し

ていただければと思います。これで私の質疑は終わりたいと思います。ありが

とうございました。 

○議長 山室昭憲 村長。 

○村長 太田吉浩 丸野議員、御質問ありがとうございました。事前の周知、と

ても大事なことだと思います。しっかりと基準を設けまして、その周知に努め

てまいります。その一貫としましてですね、先日１月の区長会が開催されまし

たその場に、阿蘇広域の消防本部からも説明に来ていただきまして、全区長さ

んの前で、今回の条例の改正の内容につきまして、詳しく御説明もされたとこ

ろでございます。その関係各所とも連携をとりながら、村といたしましても、

しっかりとこの新しい条例の変更の周知、そしてそれに合わせた野焼きの在

り方、こういったものをしっかりと徹底してまいりたいと思います。 

また、今年から野焼きの再開の始まる中松３区の牧野に関しましては、２月

の２２日に火入れを予定しております。このときは当日、私も現場本部で終日

待機をさせていただきながら、しっかりと監視を行って、安全管理に努めてま



いります。約１０年、火を入れてないところに火を入れるということで、大変

なリスクもありながらではございますが、国や県とも連携を図りながら、そし

て地元の御協力も頂きながら、私は火入れ責任者として、しっかりと努めてま

いります。これを一つ、安全に成功させることが、今後の野焼き再開のさらな

る拡大エリアの拡大、そして安全確保の一助になるというふうに確信しており

ますので、議員御指摘の観点も頭に入れながら、安全第１に取り組んでまいり

たいと思います。どうぞ引き続き御理解と、また、御指摘をまたありましたら

アドバイスをお願いしたいと、よろしくお願いします。以上です。 

○議長 山室昭憲 ほかに質疑ありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 質疑なしと認めます。討論はありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 討論なしと認めます。本案に賛成の方は挙手をお願いしま

す。 

[全員挙手] 

○議長 山室昭憲 全員賛成により、本案は原案どおり可決されました。 

－－－－－－－〇－－－－－－ 

○議長 山室昭憲 日程第６、議案第６号、工事請負の変更についてを議題と

し、質疑に入ります。質疑ありませんか。ありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 質疑なしと認めます。討論を行います。討論ありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 討論なしと認めます。本案に賛成の方は挙手をお願いしま

す。 

[全員挙手] 

○議長 山室昭憲 全員賛成により、本案は原案どおり可決されました。 

－－－－－－－〇－－－－－－ 

○議長 山室昭憲 日程第７、議案第７号、工事請負契約の変更についてを議題

とし、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 質疑なしと認めます。討論はありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 討論なしと認めます。本案に賛成の方は挙手をお願いしま

す。 

[全員挙手] 

○議長 山室昭憲 全員賛成により、本案は原案どおり可決されました。 



－－－－－－－〇－－－－－－ 

○議長 山室昭憲 お諮りします。臨時会中、議決の結果生じた条項、字句、数

字その他の整理を要するものにつきましては、会議規則第４５条の規定によ

り、議長に委任頂きたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 以上で本臨時会に付議されました案件は全て終了いたしま

した。会議規則第８条の規定により、令和８年第２回南阿蘇村議会臨時会を閉

会いたします。 

 一同その場に御起立をお願いします。 

   礼。 

お疲れでした。 

－－－－－－－〇－－－－－－ 

午前１０時１８分 閉会 

 


